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この期間中、市長は要綱第

23条1項に基づき、交付決定
内容を変更もしくは取消すこ

とができる。なお、変更・取消

を行った際は、要綱第23条
第2項に基づきその旨を通知
する。

補助金交付完了後、要綱第24条
に該当する場合、市長は補助金

の返還を命ずることができる。
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この期間中、補助事業者はは

要綱第18条に基づき、毎月ご
とに事業進捗状況報告書（様

式第10号）を提出する。

この期間中、補助事業者はは要

綱第19条第1項に基づき、段階
確認依頼書（様式第11号）を提
出する。

交付決定後において、補助

事業の全部又は一部の中止

又は又は廃止しようとすると

きは、要綱第17条に基づき、
事業の全部又は一部中止

（廃止）承認申請書（様式第9
号）を提出する。
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